
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

横浜市と大塚製薬株式会社は、平成 24 年度より「横浜市と大塚製薬株式会社との高齢者向けの
熱中症予防の啓発活動等に関する連携協定書」を締結し、高齢者向けの熱中症予防の取組を進め
てきました。 

この度、連携範囲を更に拡大し、市内企業の健康経営®※の推進と市民の健康づくりを目的に、
「市民の健康増進等に係る包括的連携に関する協定書」を締結します。 

 
※健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、企業の収益性等を高める投資であるととらえ、

経営的視点から戦略的に健康づくりを実践することを指します。 

※「健康経営®」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。 
 

 

 
 
（１）目的 

双方の保有する資源を有効に活用することにより、市民及び市内事業所従業員等の健康増

進の取組を推進する。 
 

（２）連携する内容 
・市内事業所等への健康経営の推進に関する事項（新規） 
・市民の健康づくりの推進に関する事項（新規） 
・市民の熱中症対策に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和２年 11 月 12 日（木）13 時 30 分～13 時 50 分（受付 13 時 20 分～） 

 会 場：市庁舎 ８階 副市長応接室 

 式次第：①挨拶 ②協定締結 ③写真撮影 

 出席者：大塚製薬株式会社横浜支店 支店長 飯間 真 氏 

     横浜市副市長 城 博俊 

  ※締結式の取材を御希望の方は、直接会場にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 1 1 月 1 1 日 
横浜市健康福祉局保健事業課 
横浜市経済局経営・創業支援課 
大 塚 製 薬 株 式 会 社 

主な協定内容                     

＜予定している連携事例＞ 

○ 横浜健康経営認証の普及啓発等、健康経営を中心とした市内企業向けセミナーの開催 

  （令和２年 10 月 27 日：企業における感染症対策オンラインセミナー開催済） 

○ 朝食欠食対策、睡眠の質の向上、女性の健康推進など、健康づくりに関するイベント・セミナーの開催 

○ 健康づくりに関する普及啓発媒体の共同作成 

○ 市職員・地域ケアプラザ職員等への熱中症予防対策に関する研修の実施 

裏面あり 

【概要】 
○会 社 名：大塚製薬株式会社 
○本 社 所 在 地：東京都千代田区神田司町２－９ 
○代 表 者：代表取締役社長 井上 眞 
○設 立：1964 年８月 10 日 
○従 業 数 員 数：5,713 名(令和元年 12 月 31 日時点) 

記 者 発 表 資 料 

横浜市×大塚製薬株式会社 

市内事業所の健康経営と市民の健康づくりを応援します 

協定締結式                     



 

 

 

 

【包括連携協定締結企業】 

・損害保険ジャパン株式会社（平成 29 年 10 月） 

・神奈川銀行（平成 30 年 1 月） 

・アクサ生命保険株式会社（平成 30 年１月） 

・住友生命保険相互会社横浜支社（平成 31 年１月） 

・三井住友海上火災保険株式会社（令和元年 10 月） 

・明治安田生命保険相互会社（令和２年３月） 

【協働した取組】 

・事業所に対する「横浜健康経営認証」募集要項の配布 

・横浜健康経営認証の申請・クラスアップに向けたサポート 

・健康経営の実践に関するセミナー等の実施 

 

 

 

１ これまでに認証された事業所※平成 28 年度事業開始 

平成 28 年度認証：28 事業所（AAA：5 事業所、AA：11 事業所、A：12 事業所） 

平成 29 年度認証：57 事業所（AAA：8 事業所、AA：15 事業所、A：34 事業所） 

平成 30 年度認証：199 事業所（AAA：32 事業所、AA：59 事業所、A：108 事業所） 

令和元年度認証 ：200 事業所（AAA：31 事業所、AA：66 事業所、A：103 事業所） 

２ 認証区分 

（１）経営者の理解と関与【クラスＡ】 
   経営者が健康経営の概念を理解し、健康経営宣言等で明文化及び具現化しているもの 
（２）健康経営の推進【クラスＡＡ】 
   クラスＡの要件を満たし、さらに健康経営の推進体制の整備、従業員の健康課題の把握及

び健康課題に即した取組を行っているもの 
（３）取組結果の評価【クラスＡＡＡ】 
   クラスＡＡの要件を満たし、さらに健康課題に即した取組の結果を評価し、次の取組につ

なげているもの 
３ 認証期間 

応募の翌年度の４月１日から２年間 

４ 認証メリット 
（１）認証マークの付与・認証状の発行(全ての認証事業所)  
（２）横浜市ホームページ等でのＰＲ(全ての認証事業所) 

（３）活動支援(クラスＡ、クラスＡＡが中心) 

健康経営の取組のステップアップや継続を支援するため、 

保健師・栄養士等による訪問相談等を行います。 

（４）体組成計等の健康測定機器の貸し出し(全ての認証事業所) 

（５）融資制度の優遇(クラスＡＡ、クラスＡＡＡ) 

   横浜市中小企業融資制度において、金利優遇や保証料助成があります。 

（６）よこはまウェルネスパートナーズへの登録(全ての認証事業所) 

よこはまウェルネスパートナーズに登録され、企業間交流等の機会を得ることができます。 

 

お問合せ先 

（本協定に関すること） 
横浜市健康福祉局保健事業課健康づくり担当課長            室山 孝子   Tel 045-671-3376 
横浜市経済局経営・創業支援課長                         中村 隆幸   Tel 045-671-2575 

（大塚製薬株式会社の取組に関すること） 
大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部横浜支店 鈴木 里菜  Tel 045-314-6391 

【参考 2】「横浜健康経営認証制度」について                   

＜クラス AAA の認証マーク＞  

【参考 1】これまでの健康経営推進に関する包括連携協定について         

※横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 


